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(57)【要約】
ナビゲーションデバイスを用いてオーディオ機能を統合
する方法が、ここに開示される。例えば、１つの実施形
態において、この方法は、オーディオ再生を中断するた
めの中断信号を受信する工程と、中断信号の受信に応じ
て、ナビゲーションデバイスを用いたオーディオ再生を
中断することを決定する工程と、オーディオ再生を中断
することを決定した場合、オーディオ再生の中断状態を
保存する工程と、を含んでも良い。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーションデバイスを用いてオーディオ機能を統合する方法であって、
　オーディオ再生を中断するための中断信号を受信する工程と、
　前記中断信号の受信に応じて、前記ナビゲーションデバイスを用いてオーディオ再生を
中断することを決定する工程と、
　前記オーディオ再生を中断することを決定した場合、オーディオ再生の中断状態を保存
する工程と、を備えることを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記中断信号が、前記ナビゲーションデバイスと通信している移動デバイスから受信さ
れることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記移動デバイスが、無線通信接続を介して、前記ナビゲーションデバイスと通信して
いることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記無線通信接続が、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ接続であることを特徴とする、請求項３に記
載の方法。
【請求項５】
　前記移動デバイスが、携帯電話、携帯情報端末、及びラップトップ・コンピュータ・デ
バイスのうちの何れか１つであることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記中断信号が、前記ナビゲーションデバイスによって処理される、ナビゲーションア
プリケーションによって生成され、
　前記中断信号が、前記ナビゲーションデバイスによって処理される、ジュークボックス
アプリケーションによって受信されることを特徴とする、請求項１乃至５の何れか１項に
記載の方法。
【請求項７】
　前記ジュークボックスアプリケーションが、オーディオ再生の前記中断状態を保存する
ことを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記ナビゲーションアプリケーションが、オーディオ再生の前記中断状態を保存するこ
とを特徴とする、請求項６に記載の方法。
【請求項９】
　前記ナビゲーションデバイスによって処理されるナビゲーションアプリケーションが、
ナビゲーションの促しが適切な場合に、前記中断信号を生成することを特徴とする、請求
項１乃至８の何れか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ナビゲーションデバイスの地理的な位置が、ルートの変更が必要な点、方向の変更
が必要な点、通りの名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、のうち、少なく
とも１つに地理的に近傍である場合に、前記ナビゲーションの促しが生成されることを特
徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ナビゲーションの促しが、ルートの変更が必要な点、方向の変更が必要な点、通り
の名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、のうち少なくとも１つを説明する
、音として聞き取れる促しを含むことを特徴とする、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ナビゲーションデバイスを用いて、前記保存されているオーディオ再生の中断状態
でオーディオ再生を復元する工程を更に備えることを特徴とする、請求項１乃至１１の何
れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
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　オーディオ再生を復元するためのユーザの入力を受信する工程と、
　前記ユーザの入力に応じて、前記ナビゲーションデバイスを用いて、前記保存されてい
るオーディオ再生の中断状態でオーディオ再生を復元する工程と、を更に備えることを特
徴とする、請求項１乃至１２の何れか１項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記ナビゲーションデバイスのプロセッサで実行された場合に、前記ナビゲーションデ
バイスに請求項１に記載の方法を実行させるための、プログラム部分を含む、コンピュー
タ読み取り可能な媒体。
【請求項１５】
　請求項１に記載の方法を処理するためのプロセッサを備えることを特徴とする、ナビゲ
ーションデバイス。
【請求項１６】
　ナビゲーションデバイスであって、
　オーディオ再生を中断するための中断信号を受信する手段と、
　前記中断信号の受信に応じて、前記ナビゲーションデバイスを用いてオーディオ再生を
中断することを決定する手段と、
　前記オーディオ再生を中断することを決定した場合、オーディオ再生の中断状態を保存
する手段と、を備えることを特徴とする、ナビゲーションデバイス。
【請求項１７】
　前記中断信号を受信する前記手段が、前記ナビゲーションデバイスで処理されるジュー
クボックスアプリケーションを含むことを特徴とする、請求項１６に記載のナビゲーショ
ンデバイス。
【請求項１８】
　決定する前記手段が、前記ナビゲーションデバイスで処理されるナビゲーションアプリ
ケーションを含むことを特徴とする、請求項１６又は１７に記載のナビゲーションデバイ
ス。
【請求項１９】
　前記中断状態を保存する前記手段が、前記ナビゲーションデバイスのコンピュータ読み
取り可能な媒体を含むことを特徴とする、請求項１６乃至１８の何れか１項に記載のナビ
ゲーションデバイス。
【請求項２０】
　前記中断信号が、前記ナビゲーションデバイスと通信している移動デバイスによって生
成されることを特徴とする、請求項１６乃至１９の何れか１項に記載のナビゲーションデ
バイス。
【請求項２１】
　前記移動デバイスが、無線通信接続を介して、前記ナビゲーションデバイスと通信して
いることを特徴とする、請求項２０に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項２２】
　前記無線通信接続が、BLUETOOTH接続であることを特徴とする、請求項２１に記載のナ
ビゲーションデバイス。
【請求項２３】
　前記移動デバイスが、携帯電話、携帯情報端末、及びラップトップ・コンピュータ・デ
バイスのうちの何れか１つであることを特徴とする、請求項２１に記載のナビゲーション
デバイス。
【請求項２４】
　前記ナビゲーションデバイスによって処理されるナビゲーションアプリケーションが、
ナビゲーションの促しが適切な場合に、前記中断信号を生成することを特徴とする、請求
項１６乃至２３の何れか１項に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項２５】
　前記ナビゲーションデバイスの地理的な位置が、ルートの変更が必要な点、方向の変更
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が必要な点、通りの名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、のうち、少なく
とも１つに地理的に近傍である場合に、前記ナビゲーションの促しが生成されることを特
徴とする、請求項２４に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項２６】
　前記ナビゲーションの促しが、ルートの変更が必要な点、方向の変更が必要な点、通り
の名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、のうち、少なくとも１つを説明す
る、音として聞き取れる促しを含むことを特徴とする、請求項２４に記載のナビゲーショ
ンデバイス。
【請求項２７】
　前記ナビゲーションデバイスを用いて、前記保存されているオーディオ再生の中断状態
でオーディオ再生を復元する手段を更に備えることを特徴とする、請求項１６乃至２６の
何れか１項に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項２８】
　オーディオ再生を復元するためのユーザの入力を受信する手段と、
　前記ユーザの入力に応じて、前記ナビゲーションデバイスを用いて、前記保存されてい
るオーディオ再生の中断状態でオーディオ再生を復元する手段と、を更に備えることを特
徴とする、請求項１６乃至２７の何れか１項に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項２９】
　オーディオ再生を中断するための中断信号を受信し、前記中断信号の受信に応じて、オ
ーディオ再生を中断することを決定する、プロセッサと、
　前記オーディオ再生を中断することを決定した場合、オーディオ再生の中断状態を保存
するメモリと、を備えることを特徴とする、ナビゲーションデバイス。
【請求項３０】
　前記中断信号が、前記ナビゲーションデバイスと通信している移動デバイスによって生
成されることを特徴とする、請求項２９に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項３１】
　前記移動デバイスが、無線通信接続を介して、前記ナビゲーションデバイスと通信して
いることを特徴とする、請求項３０に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項３２】
　前記無線通信接続が、BLUETOOTH接続であることを特徴とする、請求項３１に記載のナ
ビゲーションデバイス。
【請求項３３】
　前記移動デバイスが、携帯電話、携帯情報端末、及びラップトップ・コンピュータ・デ
バイスのうちの何れか１つであることを特徴とする、請求項３０に記載のナビゲーション
デバイス。
【請求項３５】
　前記中断信号を受信した場合、オーディオ再生を中断することを決定するために、前記
プロセッサがナビゲーションアプリケーションを利用することを特徴とする、請求項２９
乃至３４の何れか１項に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項３６】
　前記ナビゲーションデバイスの地理的な位置が、ルートの変更が必要な点、方向の変更
が必要な点、通りの名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、のうち少なくと
も１つに地理的に近傍である時に、前記ナビゲーションアプリケーションが、ナビゲーシ
ョンの促しを生成することを特徴とする、請求項３５に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項３７】
　前記ナビゲーションの促しが、ルートの変更が必要な点、方向の変更が必要な点、通り
の名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、のうち少なくとも１つを説明する
、音として聞き取れる促しを含むことを特徴とする、請求項３６に記載のナビゲーション
デバイス。
【請求項３８】
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　前記プロセッサが、前記中断信号を受信した後、前記保存されているオーディオ再生の
中断状態でオーディオ再生を復元することを特徴とする、請求項２９乃至３７の何れか１
項に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項３９】
　前記プロセッサが、オーディオ再生を復元するために、ジュークボックスアプリケーシ
ョンを利用することを特徴とする、請求項３８に記載のナビゲーションデバイス。
【請求項４０】
　オーディオ再生を復元するためのユーザの入力を受信する入力デバイスと、ユーザの入
力に応じて、前記保存されているオーディオ再生の中断状態でオーディオ再生を復元する
プロセッサと、を更に備えることを特徴とする、請求項２９乃至３９の何れか１項に記載
のナビゲーションデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
［同時係属中の出願］
　以下の出願が、本願と同時に出願されている。以下の出願のそれぞれの内容の全体を引
用することによって、その内容をここに合体する。本願と同日に出願された、A NAVIGATI
ON DEVICE AND METHOD FOR STORING AND UTILIZING A LAST DOCKED LOCATION (Attorney 
docket number 06P057US16)。本願と同日に出願された、A METHOD AND DEVICE FOR UTILI
ZING A SELECTABLE LOCATION MARKER FOR RELATIONAL DISPLAY OF POINT OF INTEREST EN
TRIES (Attorney docket number 06P057US15)。本願と同日に出願された、A METHOD AND 
DEVICE FOR MAP SWITCHING (Attorney docket number 06P057US14)。本願と同日に出願さ
れた、A NAVIGATION DEVICE AND METHOD FOR CONVEYING INFORMATION RELATIONSHIPS (At
torney docket number 06P057US20)。本願と同日に出願された、A NAVIGATION DEVICE AN
D METHOD OF UPDATING INFORMATION ON A NAVIGATION DEVICE (Attorney docket number 
06P057US18)。本願と同日に出願された、A NAVIGATION DEVICE, SERVER, AND METHOD FOR
 COMMUNICATING THEREBETWEEN (Attorney docket number 06P057US17)。本願と同日に出
願された、A METHOD AND DEVICE FOR PROVIDING PREFERENCES DURING ROUTE TRAVEL CALC
ULATION ON A NAVIGATION DEVICE (Attorney docket number 06P057US13)。本願と同日に
出願された、A NAVIGATION DEVICE AND METHOD OF ACTIVATING INFORMATION ON A NAVIGA
TION DEVICE (Attorney docket number 06P057US12)。本願と同日に出願された、AUTOMAT
IC DISCOVERY OF WIRELESS COMMUNICATION SETTINGS (Attorney docket number 06P057US
04)。本願と同日に出願された、METHODS OF CUSTOMIZING NAVIGATION SYSTEMS (Attorney
 docket number 06P057US03)。及び、本願と同日に出願された、A NAVIGATION DEVICE AN
D METHOD FOR SEQUENTIAL MAP DISPLAY (Attorney docket number 06P057US22)。
【０００２】
［優先権のステートメント］
　本願はこれによって、３５Ｕ．Ｓ．Ｃ．セクション１１９の下で、２００６年３月８日
に出願された英国特許出願第０６０４７０９．６号、２００６年３月８日に出願された英
国特許出願第０６０４７０８．８号、２００６年３月８日に出願された英国特許出願第０
６０４７１０．４号、２００６年３月８日に出願された英国特許出願第０６０４７０４．
７号、２００６年３月８日に出願された英国特許出願第０６０４７０６．２号の各々への
優先権を請求するものであり、その各々の全体の内容をこれによって参照により本願に援
用する。
【０００３】
　本願は、概して、ナビゲーションデバイスに関する。例えば、本願の一例としての実施
形態は、ナビゲーションデバイスとのオーディオ機能の統合に関する。
【背景技術】
【０００４】
　全地球測位システム（ＧＰＳ）が備えられたナビゲーションデバイスは、ますます日常
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的なものになりつつある。従来は、そのようなナビゲーションデバイスは、複数の衛星と
の通信に基づいて、ユーザに、デバイスの現在の地理的な位置を確認する能力を提供して
いた。ユーザは、所望の地理的な位置へと通行している間にデバイスの現在の地理的な位
置が利用可能であるように、ナビゲーションデバイスを自動車に、オートバイに、または
他の形態の個人的輸送手段に設置することを希望していた。ナビゲーションデバイスは、
移動中に使う為に比較的簡単であっても良く、デバイスとのユーザインタラクションを増
す、見慣れたタッチ・スクリーン・インタフェースを持っていても良い。しかしながら、
移動中に方向を促す典型的なナビゲーションデバイスは、ユーザの、車両中のオーディオ
機能を含む、車両の他の面とのユーザインタラクションを妨げるかもしれない。
【０００５】
　例えば、所望の位置への移動中に、ユーザはカーステレオ又はハイファイオーディオ再
生デバイスを聞きたいかもしれない。オーディオの再生を聞いている間に、ユーザは更に
、ナビゲーションデバイスからの音声によるナビゲーションの促しを受け取りたいかもし
れない。しかしながら、ナビゲーションデバイスの音声による促しは、オーディオデバイ
スのオーディオ再生を妨げるかもしれない。従って、例えば再生デバイスを使っている間
に、ユーザがナビゲーションの促しを解釈することは難しいかもしれない。
【０００６】
　同様に、ユーザは、所望の地理的位置への移動中に、移動デバイスを用いたハンズフリ
ー音声通話が可能になることを希望するかもしれない。移動中に、ユーザは、音声会話の
移動デバイスを用いて、活発に会話している、あるいは活発に聞いているかもしれない。
それゆえに、ナビゲーションデバイスからのナビゲーションの促しが必要である時、ユー
ザが活発に移動デバイスで会話をしている間は、ユーザが促しを理解することは難しいだ
ろう。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　オーディオ機能統合における他の問題に加え、上述した問題のうち少なくとも１つを克
服するために、ナビゲーションデバイスとオーディオ機能とを統合することが望ましいだ
ろう。それゆえに、本願の少なくとも一例としての実施形態によれば、ナビゲーションデ
バイスと、ナビゲーションデバイスにオーディオ機能を実装する方法とが、開示される。
例えば、所望の地理的位置への移動中に、複数のデバイスとのユーザインタラクションを
増すことができる、ナビゲーションデバイスを含む統合されたナビゲーションシステムが
開示される。
【０００８】
　一例としての実施形態によれば、ナビゲーションデバイスを用いてオーディオ機能を統
合する方法は、オーディオ再生の中断のための中断信号を受信する工程と、中断信号の受
信に応じて、ナビゲーションデバイスを用いるオーディオ再生を中断することを決定する
工程と、オーディオ再生を中断することを決定した場合には、オーディオ再生の中断状態
を保存する工程と、を含んでも良い。
【０００９】
　一例としての実施形態によれば、ナビゲーションデバイスは、オーディオ再生の中断の
ための中断信号を受信する手段と、中断信号の受信に応じて、ナビゲーションデバイスを
用いるオーディオ再生を中断することを決定する手段と、オーディオ再生を中断すること
を決定した場合には、オーディオ再生の中断状態を保存する手段と、を含んでも良い。
【００１０】
　一例としての実施形態によれば、ナビゲーションデバイスは、オーディオ再生を中断す
るための中断信号を受信し、中断信号の受信に応じてナビゲーションデバイスを用いるオ
ーディオ再生の中断を決定するプロセッサと、オーディオ再生の中断を決定した場合には
、オーディオ再生の中断状態を保存するメモリと、を含んでも良い。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１１】
　以下、実施形態を用いて、本願について一層詳しく記述し、図面を利用して説明する。
【００１２】
　本書で用いられる用語は、具体的な実施形態を記述することだけを目的としており、本
発明を限定することを意図していない。本書では、単数形「ａ」「ａｎ」「ｔｈｅ」は、
別に明示しない限り、複数形も同様に含むことを意図する。さらに理解されるであろうが
、「含む（includes）」および／または「含めて（including）」という用語は、本明細
書で用いられる場合、述べられた特徴、整数、ステップ、動作、要素および／または構成
要素の存在を明記するが、１つ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素
、および／またはそれらのグループの存在もしくは追加を排除しない。
【００１３】
　図面中に図解された例としての実施形態を記述する際、明確にするために特定の用語が
採用される。しかし、この特許明細書の開示は、そのように選択された特定の用語に限定
されることを意図されておらず、理解されるべきだが、特定の各要素は、同様のかたちで
動作するすべての技術的同等物を含む。
【００１４】
　図面では、類似の参照番号は複数の図面を通じて同一のまたは対応する部分を指すが、
そのような図面を参照しながら、本特許出願の例としての実施形態について以下で記述す
る。
【００１５】
　図１は、本願の実施形態のナビゲーションデバイスを含めて、いろいろなナビゲーショ
ンデバイスによって使用可能な全地球測位システム（ＧＰＳ）の一例を図解する図である
。そのようなシステムには各種の目的があることが知られており、実際にそのような目的
で使用されている。一般論として、ＧＰＳとは、衛星無線を利用したナビゲーションシス
テムであり、無限の数のユーザについて、連続した位置、走行速度、時間、そして時には
方向情報を判断することができるものである。
【００１６】
　以前はＮＡＶＳＴＡＲとして知られていたが、ＧＰＳは、高精度の軌道で地球と連動す
る複数の衛星を組み込んでいる。これらの精確な軌道に基づいて、ＧＰＳ衛星は、自分の
位置をいかなる数の受信ユニットにも中継することができる。
【００１７】
　ＧＰＳシステムは、ＧＰＳデータを受信するように特別に装備されたデバイスがＧＰＳ
衛星信号用の無線周波数のスキャンを始める時に、実施される。ＧＰＳ衛星から無線信号
を受信した時点で、デバイスは、複数の異なる従来方法のうちの１つを介してその衛星の
精確な位置を判断する。ほとんどの場合、デバイスは、（位置は、通常は２つだけの信号
では判断できないが、他の三角測量技術を用いて判断できることもあることに留意すべき
だが）通常はデバイスが少なくとも３つの異なる衛星信号を取得するまでは、信号のため
のスキャンを続行するであろう。幾何学的三角測量を実施すると、受信器は、３つの既知
の位置を利用して、衛星との相対的な自分自身の二次元位置を判断する。これは既知のや
り方で行うことができる。さらに、第４の衛星信号を取得すると、受信デバイスは、同じ
幾何学的計算による既知の方法で自分の三次元位置を算出することが可能になる。位置お
よび走行速度データは、無限の数のユーザによってリアルタイムで連続的に更新されるこ
とができる。
【００１８】
　図１に示すように、ＧＰＳシステムは、一般に参照番号１００で表示される。複数の衛
星１２０が、地球１２４のまわりで軌道を回っている。各衛星１２０の軌道は、必ずしも
他の衛星１２０の軌道と同期しておらず、実際は非同期に近い。本願のナビゲーションデ
バイスの実施形態の中で使用できるＧＰＳ受信器１４０が、各種の衛星１２０からスペク
トル拡散ＧＰＳ衛星信号１６０を受信する様子を示す。
【００１９】
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　各衛星１２０から連続的に伝送されるスペクトル拡散信号１６０は、超高精度の原子時
計によって達成される高精度の周波数標準を利用する。各衛星１２０は、そのデータ信号
伝送１６０の一部として、その特定の衛星１２０を示すデータストリームを伝送する。当
業者には理解されるはずだが、ＧＰＳ受信器デバイス１４０は一般に、ＧＰＳ受信器デバ
イス１４０が三角測量によってその二次元位置を算出するため、少なくとも３つの衛星１
２０からスペクトル拡散ＧＰＳ衛星信号１６０を取得する。もう１つの信号を追加で取得
すると、結果として４つの衛星１２０の合計の信号１６０が得られ、ＧＰＳ受信器デバイ
ス１４０は、その三次元位置を既知のやり方で算出することが可能になる。
【００２０】
　図２は、本願の一実施形態のナビゲーションデバイス２００の電子コンポーネントの一
例を示すブロック図を、ブロックコンポーネントの形式で図解した図である。留意すべき
だが、ナビゲーションデバイス２００のブロック図は、ナビゲーションデバイスのすべて
のコンポーネントを包含しているのではなく、多数のコンポーネントの例を表しているだ
けである。
【００２１】
　ナビゲーションデバイス２００は、本体（図示せず）の中に位置している。本体の中に
は、入力デバイス２２０とディスプレイ画面２４０とに接続する、プロセッサ２１０が含
まれている。入力デバイス２２０には、キーボードデバイス、音声入力デバイス、および
／または、情報を入力するために利用されるその他の既知のいかなる入力デバイスが含ま
れてもよく、そして、ディスプレイ画面２４０には、例えばＬＣＤディスプレイのような
、いかなるタイプのディスプレイ画面が含まれてもよい。本願の少なくとも１つの実施形
態において、入力デバイス２２０とディスプレイ画面２４０とが統合されて、複数のディ
スプレイの選択対象から１つを選択するためのまたは複数のバーチャルボタンのうちの１
つを起動するためのディスプレイ画面２４０の部分をユーザがタッチするたけでよいよう
なタッチパッドまたはタッチスクリーンを含む、入力とディスプレイとの統合デバイスと
なる。
【００２２】
　加えて、それ以外のタイプの出力デバイス２５０には、可聴出力デバイスが含まれうる
が、それに限定されない。出力デバイス２５０がナビゲーションデバイス２００のユーザ
に対する可聴情報を生成できることから等しく理解されることだが、入力デバイス２４０
も同様にマイクロフォンおよび入力音声コマンドを受信するためのソフトウェアを含んで
もよい。
【００２３】
　ナビゲーションデバイス２００において、プロセッサ２１０は、接続２２５を介して入
力デバイス２４０に動作可能なように接続されており、入力デバイス２４０からの入力情
報を受信するように設定され、そして出力接続２４５を介して、少なくとも１つのディス
プレイ画面２４０と出力デバイス２５０とに動作可能なように接続されており、そこへ情
報を出力する。さらに、プロセッサ２１０は、接続２３５を介して動作可能なようにメモ
リ２３０に接続されており、そしてさらに、接続２７５を介して情報を入力／出力（Ｉ／
Ｏ）ポート２７０から／へ受信／送信するように構成されており、その場合、Ｉ／Ｏポー
ト２７０は、ナビゲーションデバイス２００にとって外部であるＩ／Ｏデバイス２８０に
接続することが可能である。外部Ｉ／Ｏデバイス２７０は、例えばイヤホンのような外部
リスニングデバイスを含んでもよいが、それに限定されない。Ｉ／Ｏデバイス２８０への
接続はさらに、例えばハンズフリー操作用および／または音声起動操作用のカーステレオ
ユニットのようないかなる他の外部デバイスへの有線接続または無線接続であってもよく
、例えばイヤホンまたはヘッドホンへの接続、および／または例えば携帯電話への接続で
あってもよく、その場合、例えばナビゲーションデバイス２００とインターネットかまた
は何らかの他のネットワークとの間にデータ接続を確立するために、および／または例え
ばインターネットかまたは例えば何らかの他のネットワークを介してサーバへの接続を確
立するために、携帯電話接続が用いられてもよい。
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【００２４】
　図２はさらに、接続２５５を介したプロセッサ２１０とアンテナ／受信器２５０の間の
動作可能接続を図解し、その場合、例えばアンテナ／受信器２５０は、ＧＰＳアンテナ／
受信器であってもよい。理解されるであろうが、参照番号２５０で示すアンテナと受信器
とは、図解するために概略的に結合されているのであり、アンテナと受信器とは、別の位
置にあるコンポーネントであってもよく、アンテナは、例えばＧＰＳパッチアンテナまた
はヘリカルアンテナであってもよい。
【００２５】
　ナビゲーションデバイス２００のプロセッサ２１０は、所望の結果を得るために、ソフ
トフェアとプログラム命令を実行することができることが、理解されるはずである。例え
ば、プロセッサ２１０は、ナビゲーションアプリケーションや、他のあらゆるアプリケー
ションを、処理することができる。他のアプリケーションは、カスタマイズされたアプリ
ケーションであっても良く、また、例としての実施形態によれば、オーディオ再生のため
のジュークボックスアプリケーションであっても良い。さらに、プロセッサ２１０は、メ
モリ２３０に対する命令の読み出し／格納、メモリ２３０に対するデータの読み出し／格
納、メモリ２３０に対するオーディファイル若しくはその他のファイル情報の読み出し／
格納、を行うことができる。それゆえに、ナビゲーションデバイスは、ナビゲーションア
プリケーションを処理する手段と、ジュークボックスアプリケーションを処理する手段と
、オーディオ情報を保存する手段と、オーディオ情報を読み出す手段と、その他の適切な
手段、のうち、少なくとも何れか１つを含む。例えば、Ｉ／Ｏデバイスから読み出された
情報が、アプリケーションによって、プロセッサ２１０を用いて処理されることができる
ように、上述のＩ／Ｏデバイスは、プロセッサ２１０と通信しても良い。
【００２６】
　また、当業者であれば理解するであろうが、図２に示す電子コンポーネントは、従来方
式の電源（図示せず）から電力供給を受けている。当業者であれば理解するであろうが、
図２に示すコンポーネントの異なる構成は、本願の範囲内であるとみなされる。例えば、
一実施形態において、図２に示すコンポーネントは、有線および／または無線接続の類を
介して相互に通信してもよい。従って、本願のナビゲーションデバイス２００の範囲は、
可搬型または手持ち型のナビゲーションデバイス２００を含む。
【００２７】
　加えて、図２の可搬型または手持ち型のナビゲーションデバイス２００は、自動車や船
舶などのようなモータの付いた車両に既知の方法で接続するかまたは「ドッキングされる
」ことができる。その結果、そのようなナビゲーションデバイス２００は、可搬型または
手持ち型のナビゲーション利用を目的として、ドッキングされた位置から取り外すことが
できる。
【００２８】
　図３は、本願の一実施形態の、一般的な通信チャネル３１８を介した、本願のサーバ３
０２とナビゲーションデバイス２００の一例を示すブロック図である。本願のサーバ３０
２とナビゲーションデバイス２００とは、通信チャネル３１８を介した接続がサーバ３０
２とナビゲーションデバイス２００との間で確立された場合に、（そのような接続はモバ
イルデバイスを介したデータ接続であってもよいし、インターネットを介してパーソナル
コンピュータを介した直接接続であってもよいことに留意すべきであるが）通信できる。
【００２９】
　サーバ３０２は、図解されていないかもしれない他のコンポーネントに加えてプロセッ
サ３０４を含むが、プロセッサ３０４は、メモリ３０６に動作可能なように接続されてお
り、さらに、大容量記憶装置３１２に、有線または無線接続３１４を介して動作可能なよ
うに接続されている。プロセッサ３０４は、通信チャネル３１８を介してナビゲーション
デバイス２００との間で情報を送受信するため、さらに送信器３０８と受信器３１０に動
作可能なように接続されている。送受信される信号は、データ、通信、および／または他
の伝搬信号を含んでもよい。送信器３０８と受信器３１０は、ナビゲーションシステム２
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００のための通信設計で用いられる通信要件および通信技術に従って選択されるかまたは
設計されてもよい。さらに、留意されるべきだが、送信器３０８と受信器３１０の機能は
、１つのトランシーバに結合されてもよい。
【００３０】
　サーバ３０２はさらに、大容量記憶装置３１２に接続されている（または、大容量記憶
装置３１２を含む）が、大容量記憶装置３１２が、通信リンク３１４を介してサーバ３０
２に連結されることがあることに留意する。大容量記憶装置３１２は、ナビゲーションデ
ータと地図情報とのストアを有しており、ここでもやはり、サーバ３０２とは別個のデバ
イスであってもよいし、サーバ３０２の中に組み込まれてもよい。
【００３１】
　ナビゲーションデバイス２００は、通信チャネル３１８を通じてサーバ３０２と通信す
るように構成され、図２に関して前に記述したように、プロセッサ、メモリ等だけでなく
、通信チャネル３１８を通じて信号および／またはデータを送受信するための送信器３２
０および受信器３２２を有するが、これらのデバイスはさらに、サーバ３０２以外のデバ
イスとも通信するのに用いられる可能性があることに留意する。さらに、送信器３２０と
受信器３２２とは、ナビゲーションシステム２００のための通信設計で用いられる通信要
件および通信技術に従って選択されるかまたは設計されてもよく、そして、送信器３２０
と受信器３２２の機能は、１つのトランシーバに一体化させても良い。
【００３２】
　サーバのメモリ３０６の中に記憶されたソフトウェアは、プロセッサ３０４のための命
令を提供し、サーバ３０２がナビゲーションデバイス２００にサービスを提供できるよう
にする。サーバ３０２によって提供される１つのサービスは、ナビゲーションデバイス２
００からのリクエストを処理することと、ナビゲーションデータを大容量記憶装置３１２
からナビゲーションデバイス２００へ伝送することを含む。本願の少なくとも１つの実施
形態によると、サーバ３０２によって提供されるもう１つのサービスが、所望のアプリケ
ーションのための各種のアルゴリズムを用いてナビゲーションデータを処理することと、
これらの算出結果をナビゲーションデバイス２００へ送信することとを含む。
【００３３】
　通信チャネル３１８は一般的に、ナビゲーションデバイス２００とサーバ３０２とを接
続する伝搬媒体またはパスを表す。本願の少なくとも１つの実施形態によると、サーバ３
０２とナビゲーションデバイス２００とはいずれも、通信チャネルを通じてデータを送信
するための送信器と、通信チャネルを通じて送信されたデータを受信するための受信器と
を有する。
【００３４】
　通信チャネル３１８は、特定の通信技術に限定されない。また、通信チャネル３１８は
、単一の通信技術には限定されず、すなわち、チャネル３１８は、各種の技術を用いる複
数の通信リンクを含んでもよい。例えば、少なくとも１つの実施形態によると、通信チャ
ネル３１８は、電気的、光学的、および／または電磁的通信等のためのパスを提供するよ
うに構成されることができる。従って、通信チャネル３１８は、電子回路、金属線や同軸
ケーブルのような導電体、光ファイバケーブル、コンバータ、無線周波数（ｒｆ）波、大
気、空スペースなどのうちの１つかまたはそれらの組み合わせを１つ含むが、それに限定
されない。さらに、少なくとも１つの実施形態によると、通信チャネル３１８は、中間デ
バイス、例えばルータ、リピータ、バッファ、送信器、受信器などを含んでもよい。
【００３５】
　本願の少なくとも１つの実施形態において、例えば通信チャネル３１８は、電話ネット
ワークおよびコンピュータネットワークを有する。さらに、少なくとも１つの実施形態に
おいて、通信チャネル３１８は、無線周波数、マイクロ波周波数、赤外線通信等のワイヤ
レス通信を提供することができてもよい。加えて、少なくとも１つの実施形態によると、
通信チャネル３１８は、衛星通信を提供することができる。
【００３６】
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　通信チャネル３１８を通じて伝送される通信信号は、所与の通信技術に必要なまたは望
ましい可能性がある信号を含むが、それに限定されない。例えば、信号は、時分割多元接
続（ＴＤＭＡ）、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）、グ
ローバル・システム・フォー・モバイル・コミュニケーションズ（ＧＳＭ）などのような
セルラー通信技術で使用されるように構成されてもよい。デジタル信号もアナログ信号も
いずれも、通信チャネル３１８を通じて伝送されてもよい。少なくとも１つの実施形態に
よると、これらの信号は、通信技術にとって望ましい可能性があるように変調された、暗
号化された、および／または、圧縮された信号であってもよい。
【００３７】
　大容量記憶装置３１２は、所望のナビゲーションアプリケーションにとって十分なメモ
リを有する。大容量記憶装置３１２の例には、例えばハードドライブのような磁気データ
記憶媒体、例えばＣＤ－Ｒｏｍのような光学記憶媒体、例えばフラッシュメモリのような
帯電式データ記憶媒体、分子メモリなどが含まれてもよい。
【００３８】
　本願の少なくとも１つの実施形態によると、サーバ３０２は、ワイヤレスチャネルを介
してナビゲーションデバイス２００によってアクセス可能なリモートサーバを含む。本願
の少なくとも１つの他の実施形態によると、サーバ３０２は、ローカルエリアネットワー
ク（ＬＡＮ）、ワイドエリアネットワーク（ＷＡＮ）、仮想プライベートネットワーク（
ＶＰＮ）などに位置するネットワークサーバを含んでもよい。
【００３９】
　本願の少なくとも１つの実施形態によると、サーバ３０２は、デスクトップコンピュー
タまたはラップトップコンピュータのようなパーソナルコンピュータを含んでもよく、そ
して通信チャネル３１８は、そのパーソナルコンピュータとナビゲーションデバイス２０
０との間でケーブルで接続されてもよい。あるいは、サーバ３０２とナビゲーションデバ
イス２００との間にインターネット接続を確立するため、パーソナルコンピュータが、ナ
ビゲーションデバイス２００とサーバ３０２との間に接続されてもよい。あるいは、ナビ
ゲーションデバイス２００をインターネット経由でサーバ３０２に接続するため、携帯電
話またはその他の手持ち式デバイスが、インターネットへのワイヤレス接続を確立しても
よい。
【００４０】
　ナビゲーションデバイス２００は、ユーザがナビゲーションデバイス２００をサーバ３
０２に接続すると同時に定期的に更新されることがある、および／または、例えばワイヤ
レスモバイル接続デバイスおよびデータ接続を介してサーバ３０２とナビゲーションデバ
イス２００との間にもっと持続性のまたは頻繁な接続が行われることによって、もっとダ
イナミックであることもある、情報のダウンロードを介して、サーバ３０２から情報を提
供されてもよい。大量のダイナミックな計算については、サーバ３０２の中のプロセッサ
３０４が、処理の必要性の大部分を扱うのに使用されてもよいが、しかし、ナビゲーショ
ンデバイス２００のプロセッサ２１０も、多くの場合サーバ３０２への接続に関係なく、
多量の処理および計算を扱うことができる。
【００４１】
　サーバ３０２に接続された大容量記憶装置３１２は、地図なども含めて、ナビゲーショ
ンデバイス２００自身に保持されうるものより多量の地図製作データおよびルートデータ
のボリュームを含むことができる。サーバ３０２は、例えば、一組の処理アルゴリズムを
用いて、ルートに沿って移動するナビゲーションデバイス２００のうちの大半のデバイス
を処理してもよい。さらに、メモリ３１２の中に記憶された地図製作データおよびルート
データは、ナビゲーションデバイス２００によって当初受信された信号（例えばＧＰＳ信
号）に対して動作することができる。
【００４２】
　上述のナビゲーションデバイスは、オーディオ機能を統合して使われても良い。統合ナ
ビゲーションシステムは、例としての実施形態によれば、以下で詳細に述べられるであろ
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う。
【００４３】
　図４は、一例としての実施形態における、統合ナビゲーションシステムを示す図である
。図４に表されるように、ナビゲーションデバイス４００は、そこで動作している複数の
アプリケーションを含んでいても良い（ナビゲーションデバイス４００は、上述のナビゲ
ーションデバイス２００の全ての要素／相互接続を含むことができる。番号は、単に図と
の一貫性のために変わっている）。例えば、ナビゲーションデバイス４００は、ナビゲー
ションデバイスのユーザが、現在の地理的位置に関係する情報、又は所望の地理的位置に
関する情報を受け取れるように、ナビゲーションアプリケーション４０６を処理しても良
い。
【００４４】
　例えば、ナビゲーションアプリケーション４０６は、ユーザが異なったルートを横断し
、所望の地理上の位置を指定することを認めても良い。図２を参照して上述したように、
ナビゲーションアプリケーション４０６は、Ｉ／Ｏデバイスと通信するためのプログラミ
ングを含んでいても良い。さらに、ナビゲーションアプリケーション４０６は、ナビゲー
ションデバイスによって横断されたルートに関係する、音声による促しを提供しても良い
。例えば、ナビゲーションデバイス４００が、ナビゲーション点又はナビゲーション変更
点の近傍にあることを検知すると、ナビゲーションアプリケーション４０６は、ナビゲー
ション点又はナビゲーション変更点をユーザに警告するための音声による促しが必要であ
ることを決定しても良い。この点又は変更点は、必要なルートの変更点、必要な方向の変
更点、通りの名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、の少なくとも何れか１
つであっても良いが、しかし、一例としての実施形態は、これらの例のみに限定されるべ
きではない。
【００４５】
　ナビゲーションアプリケーション４０６に加えて、ナビゲーションデバイス４００は、
ナビゲーションデバイス４００に格納されているオーディオファイルをユーザが聞くこと
ができるように、ジュークボックスアプリケーション４０５も処理して良い。図示される
ように、ジュークボックスアプリケーション４０５は、ナビゲーションアプリケーション
４０６と実質的に同じ時に、ナビゲーションデバイス４００上で処理されても良い。
【００４６】
　ナビゲーションデバイス４００と音楽プレイヤー４１０との間の動作可能な接続が、図
４で更に示されている。音楽プレイヤー４１０は、パーソナルコンピュータ又はユーザの
コンピューティングデバイスからの音楽ファイルを保管する、典型的な音楽プレイヤーで
あってよい。音楽プレイヤー４１０は、音楽プレイヤー４１０に保存された複数の異なっ
た音楽ファイルを持っていても良く、ユーザが音楽を外部スピーカー、外部ヘッドホン、
又は、代わりに音楽プレイヤー４１０の内部スピーカーへ、出力することを可能にしても
良い。更に、音楽プレイヤー４１０は、無線通信接続又は利用可能な物理的通信接続を有
しても良く、その場合、ナビゲーションデバイス４００はそれらを用いて通信することが
できる。例えば、この接続はBLUETOOTH接続、ユニバーサル・シリアル・バス接続（ＵＳ
Ｂ）、若しくは如何なる適切な接続であってもよい。
【００４７】
　図４に更に示されるように、音楽プレイヤー４１０とナビゲーションデバイス４００と
の間の動作可能な接続は、ジュークボックスアプリケーション４０５と音楽プレイヤー４
１０との間の通信を可能にしても良い。例えば、ジュークボックスプレイヤーアプリケー
ション４０５は、音楽プレイヤー４１０に格納されているオーディオファイルが、ジュー
クボックスアプリケーション４０５から受信した命令に従って再生されるように、遠隔的
に音楽プレイヤー４１０を制御しても良い。どんな利用可能な遠隔通信プロトコルでも使
用可能である。あるいは、代わりに遠隔通信プロトコルが音楽プレイヤー４１０によって
提供されても良い。例えば、音楽プレイヤー４１０は、ナビゲーションデバイス４００に
よって音楽プレイヤー４１０に命令が送信されるように、クライアント／サーバ・コミュ
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ニケーション・プロトコルを採用してもよい。命令を受け取ると、音楽プレイヤー４１０
は、受け取った命令に従って動作する。この命令は、再生、停止、巻き戻し、早送り、ス
キップ、再生リスト読み込み、再生リスト打ち出し、あるいは音楽プレイヤー４１０の遠
隔制御を可能にする他のどのような命令を含んでいても良い。この命令は、ジュークボッ
クスアプリケーション４０５によって生成されて良く、上述した通信プロトコルを介して
送信されても良い。
【００４８】
　例えば、ジュークボックスアプリケーション４０５は、音楽プレイヤー４１０にあるオ
ーディオファイルの、再生、再生一時停止、再生停止、再生保存、又は再生変更を開始し
ても良い。
【００４９】
　更に、音楽プレイヤー４１０とカーステレオ４２０との間の動作可能な接続が、図４に
示されている。この動作可能な接続は任意的なものであることが理解されるだろう。この
動作可能な接続は、例としての実施形態の範囲から離れることなく、切断され、あるいは
省かれても良い。例えば、オーディオファイルの再生が、音楽プレイヤー４１０単独にお
いて起こっても良いし、代わりにナビゲーションデバイス４００の内部スピーカーを通し
て起こっても良い。
【００５０】
　音楽プレイヤー４１０は、オーディオ再生がカーステレオ４２０で起こることができる
ように、オーディオファイル情報を、カーステレオ４２０に出力しても良い。音楽プレイ
ヤー４１０とカーステレオ４２０との間の接続は、オーディオ情報がカーステレオ４２０
に接続されているスピーカーを通して再生されるように音楽プレイヤー４１０が再生して
いるアナログ音楽情報を音楽プレイヤー４１０が単に出力するであろう、という点におい
て、ナビゲーションデバイス４００とは対照的である。あるいは、音楽プレイヤー４１０
とカーステレオ４２０との間には、デジタル符号化されたオーディオ情報がカーステレオ
４２０へと送信されるように、デジタル接続が使われても良い。
【００５１】
　図４に同じく示されるように、ナビゲーションデバイス４００は、カーステレオ４２０
との動作可能な接続を含んでいても良い。例えば、動作可能な接続は、オーディオ情報が
ナビゲーションデバイス４００からカーステレオ４２０へと送信されうるような、無線接
続、配線による接続、又は任意の適切な接続を含んでいても良い。この方法では、ジュー
クボックスアプリケーション４０５は、オーディオファイルを処理し、カーステレオ４２
０に向けて送信しても良い。同様に、ナビゲーションアプリケーション４０６は、カース
テレオ４２０に接続されたスピーカーから聞こえるように、音声による促しをカーステレ
オ４２０へと送っても良い。
【００５２】
　図４は更に、ナビゲーションデバイス４００と移動デバイス４３０との間の動作可能な
接続を図示している。この動作可能な接続は、無線又は配線で接続された接続を含んでも
良く、ナビゲーションデバイス４００がハンズフリーな発呼と、デバイス４３０に含まれ
る他の機能とを、可能にするだろう。このナビゲーションデバイス４００と移動デバイス
４３０との間の動作可能な接続は任意のものであって、例としての実施形態の範囲から離
れることなく、切断され、又は省略されても良いこともまた、理解されるだろう。
【００５３】
　以下で、さらにジュークボックスアプリケーション４０５の一例としての実施形態の詳
細な記述が与えられるだろう。
【００５４】
　ジュークボックスアプリケーション４０５において、ナビゲーションデバイスに対して
、ユーザはオーディオファイルを選択し、再生を開始してもよい。例えば、オーディオフ
ァイルは、ナビゲーションデバイス４００で再生が起きることができるような、ＭＰ３フ
ォーマット又は他の標準的なオーディオフォーマットであればよい。ジュークボックスア
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プリケーション４０５を用いて、ユーザは、次々と順番に再生される、再生する曲のセッ
トを選択しても良い。ジュークボックスアプリケーション４０５においては、選択された
セットがランダムな順番に再生されうるような、他の選択も利用可能であってよい。ユー
ザは、特定の曲のセットの間に、どの曲から再生を開始するかを特定しても良いし、他の
選択をすることもできる。例えば、ジュークボックスアプリケーション４０５は、仮想的
な、停止、スキップ、再スタート、停止、又は、他のデバイスで利用可能なオーディオ再
生プログラムとアプリケーションとに実質的に類似しているであろう他のオプション、を
有することができる。しかしながら、ジュークボックスアプリケーション４０５は、ナビ
ゲーションアプリケーション４０６と一緒に、ナビゲーションデバイス４００上で処理さ
れるように、適合させられてもよいことが、理解されるだろう。それゆえに、ジュークボ
ックスアプリケーション４０５は、より安定的にナビゲーションアプリケーション４０６
と対話することができる。例えば、ジュークボックスアプリケーション４０５は、ナビゲ
ーションアプリケーション４０６と通信するように、適合若しくはカスタマイズされても
よい。
【００５５】
　それゆえに、ジュークボックスアプリケーション４０５は、オーディオファイルと、オ
ーディオファイルに含まれるオーディオ情報とを再生しても良く、ナビゲーションアプリ
ケーション４０６と通信しても良い。
【００５６】
　オーディオファイルは、オーディオ情報と共に、そこに含まれているデータについての
関連情報を含んでもよいことに、さらに留意すべきである。例えば、オーディオファイル
は、歌のタイトル、本のタイトル、アーティスト、アルバム、トラック番号、作曲者、ジ
ャンル、及び、最低限、オーディオファイルのタイトルに関するファイル名、に関係する
、有用なデータを含んでいても良い。更に、オーディオファイルは、ナビゲーションデバ
イス又は、ナビゲーションデバイスと動作可能に接続された音楽プレイヤーによって復号
可能なフォーマットであっても良い。
【００５７】
　更なる例では、オーディオファイルはオーディオブックを含んでいても良い。例えば、
オーディオブック・オーディオファイルは、文章又は本についての発話された情報を含む
オーディオファイルであってもよい。文章又は本は、ユーザがその文章に関する発話され
た言葉を聞くことができるように、口述されて録音されたものでも、又は代わりに、文章
から音声合成するアプリケーションを用いて翻訳されたものでもよい。この方法では、自
動車の運転者は、車両を操作している間に、同時に所望の文章又は本を聞くことができる
。
【００５８】
　ナビゲーションデバイス４００におけるオーディオファイルの保存に関して、再生が、
ナビゲーションデバイス４００上のジュークボックスアプリケーション４０５を用いて起
こることができるように、オーディオファイルは、可搬メモリ又は保存ディスク、ナビゲ
ーションデバイス４００の内部メモリ、ナビゲーションデバイス４００内のデータベース
、又はオーディオファイル情報を格納するための適切な手段に格納されていても良いとい
うことが理解されるであろう。
【００５９】
　更に、ＭＰ３ファイルとオーディオブックを含むオーディオファイルは、インターネッ
ト・サービス・プロバイダを使って、あるいはオーディオ・ファイル・サーバを使って、
ダウンロードされても良い。例えば、オーディオ・ファイル・サーバは、図３に示される
サーバと、実質的に似ていても良い。ダウンロードされたオーディオファイルは、再生が
ジュークボックスアプリケーション４０５を用いて起こることができるように、ナビゲー
ションデバイス４００に格納されても良い。例えば、コンピュータデバイスのユーザは、
インターネットからオーディオファイルをダウンロードするために、コンピュータデバイ
スを使っても良い。その後、オーディオファイルは、ナビゲーションデバイス４００へと
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挿入されうるような、取り外し可能な記憶媒体へと移されてもよい。記憶媒体を挿入する
と、ナビゲーションデバイス４００上のジュークボックスアプリケーション４０５は、オ
ーディオファイルにアクセスし、ナビゲーションデバイス４００のユーザに対して再生を
提供するであろう。同様に、コンピュータデバイスのユーザは、無線プロトコルを用いて
、オーディオファイルを直接ナビゲーションデバイス４００へと移しても良い。代わりに
ユーザは、ナビゲーションデバイス４００に、オーディオ・ファイル・サーバからオーデ
ィオファイルをダウンロードするように命令しても良い。
【００６０】
　例えば図４に示されるような、オーディオファイル再生を含む統合ナビゲーションシス
テムの動作の、一例としての実施形態の詳細な記述が、図５を参照して、さらに詳細に示
されるであろう。
【００６１】
　図５は、一例としての実施形態ににおいて、ナビゲーションデバイス上でオーディオ機
能を実装する方法を示す。図５に示されるように、ナビゲーションデバイスはオーディオ
ファイルを、ナビゲーションデバイス２００／４００上のジュークボックスアプリケーシ
ョンを用いて再生してもよい。例えば、オーディオファイルは、ナビゲーションデバイス
２００／４００上のデータベース又はメモリ上に格納されていても良い。また、ナビゲー
ションデバイス２００／４００は、図２、４に示されるナビゲーションデバイスと実質的
に類似していても良い。同様に、図５で参照されるジュークボックスアプリケーションは
、図４に示されるジュークボックスアプリケーション４０６と、実質的に類似していても
良い。
【００６２】
　オーディオファイルの再生中に、中断が、ナビゲーションデバイス２００／４００によ
って、適切であると決定されるかもしれない。例えば、無線の呼が移動装置で受信される
かもしれないし、ナビゲーションの促しが必要であるかもしれない。受信された呼に関し
ては、ハンズフリーな通話のアクセスを可能にする移動装置は、ナビゲーションデバイス
２００／４００へと動作可能に接続されるかもしれない。もし、呼が移動装置で受信され
たならば、移動装置は、ナビゲーションデバイス２００／４００を促す、あるいはナビゲ
ーションデバイス２００／４００に中断信号を送るかもしれない。中断信号は、例えば、
ハンズフリーモードを用いて呼に応答する通知であってもよい。従来の方法では、ナビゲ
ーションデバイス２００／４００は、単に無線呼に接続し、オーディオファイルの再生を
続けるかもしれない。しかし、例としての実施形態によれば、ナビゲーションデバイス２
００／４００は、再生デバイスの音量を下げるか、オーディオファイルの再生を一時停止
するか、またはこの双方を行ってもよい。
【００６３】
　例えば、ナビゲーションデバイス２００／４００は、中断信号に応じて、オーディオフ
ァイルの再生状態を保存してもよい。この再生状態は、例えばナビゲーションデバイス２
００／４００のメモリに保存されてもよいし、例えばナビゲーションデバイス２００／４
００のデータベースに保存されても良いし、又は、ナビゲーションデバイス２００／４０
０がアクセス可能な任意の適切な記憶媒体に保存されても良い。この再生状態（中断を表
す状態、又は中断状態）は、後の時間に、ジュークボックスアプリケーションがオーディ
オファイルの再生を再開又は復元することを可能にするだろう。同様に、ジュークボック
スアプリケーションは、ナビゲーションデバイス２００／４００によって生成された中断
信号に応じて、中断状態を保存してもよい。例えば、ナビゲーションデバイス２００／４
００は、呼が移動デバイスで受け取られていると解釈して、ジュークボックスアプリケー
ションが中断状態を保存できるように、中断信号をジュークボックスアプリケーションに
送信しても良い。
【００６４】
　適切であるナビゲーションの促しに関して、ナビゲーションアプリケーションは、ナビ
ゲーション変更点又はナビゲーション点が、ナビゲーションデバイスの現在の地理的な位
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置に近接していると見なしても良い。例えば、変更点又は点が、上で挙げた例と実質的に
類似していても良い。もし、ナビゲーションの促しが必要な時は、ナビゲーションアプリ
ケーションは、ジュークボックスアプリケーションが、オーディオ再生状態を保存できる
ように、中断信号をジュークボックスアプリケーションへと送ってもよい。あるいは、ナ
ビゲーションアプリケーションは、中断状態を保存し、ナビゲーションの促しを可能にす
るために、オーディオ再生を中断しても良い。
【００６５】
　オーディオファイル再生の中断状態を保存することによって、現在のオーディオファイ
ルを聞くことを継続するのに必要であろうユーザのインタラクションが少なくてすむよう
に、ユーザがオーディオファイルの現在の再生位置を保持することができることが、理解
されるであろう。例えば、無線電話呼を受信するために手動でオーディオファイル再生を
一時停止若しくは停止する代わりに、再生が後の時間に再開されることができるように、
自動的に一時停止するか、オーディオファイル状態を自動的に保存することを、ユーザは
高く評価するだろう。
【００６６】
　例えば、通話が切断された後、あるいはナビゲーションの促しが受信された後、ユーザ
はオーディオファイルを聞くことを継続することができる。ナビゲーションの促しに関し
ていえば、ナビゲーションデバイス２００／４００は、ナビゲーションデバイス２００／
４００の現在の地理的位置が、現在のルートをたどり続けるために必要なルート変更点又
は修正変更点の近傍にあることを検出しても良い。それゆえに、ナビゲーションデバイス
２００／４００が、ルートをたどり続けることを可能にするように、車両の運転者に、ブ
レーキをかけ始めることを促すこと、又は方向指示器を作動することを促すこと、が必要
になるだろう。もしナビゲーションの促しが、単にオーディオファイルの再生中に与えら
れたとすれば、ユーザがナビゲーションの促しを解釈するには困難があることは、理解さ
れるだろう。それゆえに、例としての実施形態によれば、ナビゲーションデバイス２００
／４００は、再生デバイスの音量を下げ、オーディオファイルの再生を一時停止し、又は
オーディオ再生を中断しても良い。この方法では、音声による促しの受領後に、又はユー
ザによって必要と見なされた後の時間において、オーディオファイルは再生を再開しても
よい。
【００６７】
　図５に更に示されるように、ナビゲーション２００／４００は、再生デバイスの音量を
下げ、オーディオファイルの再生を一時停止し、又はオーディオの再生を中断しても良く
、再生を再開するかどうかを決定しても良い。例えば、ナビゲーションの促しがうまく転
送された後、又は無線ハンズフリー通話が切断された後に、ナビゲーションデバイス２０
０／４００は、ユーザによって選択された規定の設定によって、再生を再開するように、
命令される。その後、オーディオファイルの再生は、続く呼が受信されるか、続くナビゲ
ーションの促しが必要になるまでに、再開されても良い。同様に、ナビゲーションデバイ
ス２００／４００は、オーディオファイルの再生を再開するかどうかを選択するようにユ
ーザに促しても良い。例えば、ナビゲーションデバイス２００／４００は、表示デバイス
上に、グラフィカルな選択肢を表示しても良い。ユーザは、続けて、入力デバイスを用い
て、再生を再開するかどうかを選択することができる。
【００６８】
　再生を実行する再生デバイスに関して、再生デバイスは、カーステレオ、ハイファイ再
生デバイス、ナビゲーションデバイス２００／４００自身等を含んでも良いが、これに限
らないことが理解されるだろう。例えば、カーステレオは、オーディオ情報がカーステレ
オに転送されることができ、車両のスピーカーを通して再生が起こりうるように、ナビゲ
ーションデバイス２００／４００と動作可能に接続されてもよい。同様に、ナビゲーショ
ンデバイス２００／４００は、オーディオファイルが内部スピーカーで再生可能なように
、内部スピーカーを含んでいても良い。代わりに、音楽プレイヤー又は可搬音楽プレイヤ
ーは、再生が音楽プレイヤーにおいて起こり得るように、内部スピーカー又はヘッドホン
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を含んでいても良い。それ故に、再生デバイスは、カーステレオ、ナビゲーションデバイ
ス２００／４００、可搬音楽プレイヤー等を含んでいても良いが、これに限らない。
【００６９】
　これによって、例としての実施形態によれば、ナビゲーションデバイス２００／４００
を用いてオーディオ機能を統合する方法が開示される。
【００７０】
　幾つかの方法が、オーディオ再生の復元を決定するために用いられ得ることが理解され
るだろう。例えば、中断の方法（即ち、再生の一時停止、消音、音量を下げる、中断状態
の保存、またはこれらの組み合わせ）に依存して、異なった復元方法が適用可能であるだ
ろう。図６Ａから６Ｃは、例としての実施形態における、続く再生を決定する方法を示す
。
【００７１】
　例えば、図５を参照して、論理的な決定の判断５５０が、図６Ａ、６Ｂ及び６Ｃに描か
れている。
【００７２】
　図６Ａに関連して、ナビゲーションデバイス２００／４００は、オーディオ再生が消音
されているかどうかを決定しても良い。例えば、無線ハンズフリー電話呼の受信に応じて
、又はナビゲーションの促しの送信の間に、再生が消音されているかもしれない。再生が
消音されているかどうかを決定するのに続けて、ナビゲーションデバイス２００／４００
は、その後、ナビゲーションデバイス２００／４００に保存されている規定の若しくは所
望の音量を復元するだろう。この方法では、オーディオファイルの再生は、規定の若しく
は所望の音量を用いて再開されもよい。
【００７３】
　図６Ｂに関連して、ナビゲーションデバイス２００／４００は、再生が一時停止されて
いるかどうかを決定しても良い。例えば、無線ハンズフリー電話呼の受信に応じて、又は
ナビゲーションの促しの送信の間に、再生が一時停止されているかもしれない。再生が一
時停止されているかどうかを決定するのに続けて、ナビゲーションデバイス２００／４０
０は、以前のオーディオファイル再生状態を復元してもよい。例えば、ナビゲーションア
プリケーションは、以前に一時停止された、あるいは保存された状態で再生を開始するよ
うにジュークボックスアプリケーションを促しても良い。この方法では、オーディオファ
イルの再生は、保存された又は一時停止された状態で再開されるだろう。
【００７４】
　図６Ｃに関連して、ナビゲーションデバイス２００／４００は、音量が下げられたかど
うかを決定しても良い。例えば、無線ハンズフリー電話呼の受信に応じて、又はナビゲー
ションの促しの送信の間に、再生音量は下げられているかもしれない。音量が下げられて
いるかどうかを決定するのに続けて、ナビゲーションデバイスは、ユーザが以前の再生音
量でオーディオファイルを聞くことを続けられるように、規定の、あるいは以前の再生音
量を復元しても良い。この方法では、ユーザがナビゲーションの促しや、無線ハンズフリ
ー電話の通話のような他のオーディオ機能、又は同様の出来事に集中できるように、ユー
ザとナビゲーションデバイス２００／４００とのインタラクションを限定することができ
る。
【００７５】
　上記の方法のあらゆる組み合わせが、例としての実施形態の範囲内に入ることが意図さ
れていることに、留意すべきである。例えば、ナビゲーションアプリケーション又はジュ
ークボックスアプリケーションが、再生を消音しかつ再生一時停止し、又は音量を下げか
つ再生を一時停止し、又は中断状態を保存しかつ再生を消音し、又は以上の任意の組み合
わせを行っても良い。オーディオ再生の復元を決定する時に、ナビゲーションアプリケー
ションは、再生を再開し復元して音量を復元する、又は再生を復元して規定の音量を用い
る、又は以上の任意の組み合わせを行っても良い。上述の通り、ナビゲーションデバイス
とナビゲーションデバイス中のプロセッサは、ナビゲーションアプリケーションとジュー
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クボックスアプリケーションとの双方を処理し、中断信号に基づいてオーディオ再生を中
断するかどうかを決定し、様々な方法によりオーディオ再生を復元しても良い。それゆえ
に、例としての実施形態は、オーディオ機能をナビゲーションデバイスと統合する方法を
提供する。例えば、１つの実施形態において、ナビゲーションデバイスを用いてオーディ
オ機能を統合する方法は、オーディオ再生を中断するための中断信号を受信する工程と、
中断信号の受信に応じて、ナビゲーションデバイスを用いたオーディオ再生を中断するこ
とを決定する工程と、オーディオ再生を中断することを決定する場合に、オーディオ再生
の中断状態を保存する工程と、を含む。
【００７６】
　更に、１つの実施形態において、ナビゲーションデバイス２００／４００のプロセッサ
は、オーディオ再生を中断するための中断信号を受信するために、及び中断信号の受信に
応じて、オーディオ再生を中断することを決定するために、用いられ得る。更に、ナビゲ
ーションデバイス２００／４００は、オーディオ再生を中断することを決定する場合に、
オーディオ再生の中断状態を保存するメモリを含み得る。
【００７７】
　更に、上記の少なくとも１つの実施形態の方法は、プロセッサ（例えば、サーバ３０２
のプロセッサ３０４、若しくはナビゲーションデバイス２００のプロセッサ２１０、又は
その双方）によって実行される場合に、プロセッサにそれぞれの方法を実行させる命令の
順序を表す、搬送波又は伝搬信号中で実施されるコンピュータデータ信号として実現され
てもよい。少なくとも１つの他の実施形態において、上記で提供された少なくとも１つの
方法は、例えば、プロセッサ又は他のコンピュータデバイスによって実行された場合に、
それぞれの方法を実行するための、上記のメモリデバイスの１つのような、コンピュータ
が読み取り可能な、又はコンピュータがアクセス可能な媒体に含まれる命令のセットとし
て、以上の記載で実現されていても良い。変形実施形態において、媒体は、磁気媒体、電
気媒体、光学媒体等、であっても良い。
【００７８】
　さらに、前述の方法のいずれかが、プログラムのかたちで実施されてもよい。プログラ
ムは、コンピュータ可読媒体上に記憶されてもよいし、コンピュータデバイス（プロセッ
サを含むデバイス）上で実行された場合には前述の方法のうちいずれか１つを実施するよ
うに構成される。従って、記憶媒体またはコンピュータ可読媒体は、情報を記憶するよう
に構成され、上記の実施形態のいずれかの方法を実行するため、データ処理機能またはコ
ンピュータデバイスと対話するように構成される。
【００７９】
　記憶媒体は、コンピュータデバイスの本体の中に設置された内蔵媒体であってもよいし
、あるいは、コンピュータデバイスの本体から分離できるように構成されたリムーバブル
媒体であってもよい。内蔵媒体の例には、書き換え可能な不揮発性メモリ、例えばＲＯＭ
やフラッシュメモリ、およびハードディスクが含まれるがそれらに限定されない。リムー
バブル媒体の例には、例えばＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤのような光学記憶媒体、例えばＭＯの
ような光磁気記憶媒体、フロッピー（登録商標）ディスク、カセットテープ、リムーバブ
ルハードディスクを含むがそれらに限定されない磁気記憶媒体、メモリーカードを含むが
それに限定されない内蔵の書き換え可能な不揮発性メモリを備えた媒体、そして、ＲＯＭ
カセットを含むがそれに限定されない内蔵ＲＯＭを備えた媒体、等が含まれるがそれらに
限定されない。さらに、記憶された画像に関する各種の情報、例えば所有権情報が、いか
なる他のかたちで記憶されてもよいし、他のやり方で提供されてもよい。
【００８０】
　当業者なら本開示を読めば理解するであろうが、ナビゲーションデバイス２００の電子
コンポーネント、および／またはサーバ３０２のコンポーネントは、コンピュータハード
ウェア回路構成として、またはコンピュータ可読プログラムとして、または両者の組み合
わせとして、実施することができる。
【００８１】
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　本願の実施形態のシステムおよび方法は、本願の教示内容に従って少なくとも１つの方
法を実行するため、プロセッサに対して作動するソフトウェアを含む。当業者なら、ソフ
トウェアプログラムの中にある機能を実行するため、コンピュータを利用したシステムに
おいてコンピュータ可読媒体からソフトウェアプログラムが起動されうるやり方を、本開
示を読んで把握すれば理解するであろう。当業者であればさらに、本願の方法のうち少な
くとも１つを実装して実行するように設計されたソフトウェアプログラムを作成するのに
使用されうる各種のプログラミング言語を理解するであろう。
【００８２】
　プログラムは、ＪＡＶＡ（登録商標）、Ｓｍａｌｌｔａｌｋ、Ｃ＋＋などを含むがそれ
らに限定されないオブジェクト指向言語を用いて、オブジェクト指向で構築されてもよい
し、プログラムは、ＣＯＢＡＬ、Ｃなどを含むがそれらに限定されない手続き型言語を用
いて手続き型指向で構築されてもよい。ソフトウェアコンポーネントは、アプリケーショ
ン・プログラム・インタフェース（ＡＰＩ）を含むがそれに限定されない、レポート・プ
ロシージャ・コール（ＲＰＣ）、共通オブジェクト・リクエスト・ブローカー・アーキテ
クチャ（ＣＯＲＢＡ）、コンポーネント・オブジェクト・モデル（ＣＯＭ）、ディストリ
ビューテッド・コンポーネント・オブジェクト・モデル（ＤＣＯＭ）、ディストリビュー
テッド・システム・オブジェクト・モデル（ＤＳＯＭ）、および遠隔メソッド呼出し（Ｒ
ＭＩ）のようなプロセス間通信技術を含むがそれらには限定されない、当業者にはよく知
られているいくつものやり方で通信することができる。しかし、当業者なら本願の開示を
読めば理解するであろうが、本願の教示内容は、特定のプログラミング言語または環境に
限定されない。
【００８３】
　上記のシステム、デバイス、および方法は、精度、プロセッサの速さ、ユーザとナビゲ
ーションデバイス２００との対話などの容易さを向上させることに関して、例証として記
述されたのであって、限定しているのではない。
【００８４】
　さらに、本開示および添付の請求項の範囲内で、例示する異なる実施形態の要素および
／または機能が、相互に組み合わされたり、および／または相互に代用されたりしてもよ
い。
【００８５】
　さらに、本発明の上述した機能およびその他の例示する機能はいずれも、装置、方法、
システム、コンピュータプログラム、およびコンピュータプログラム製品のかたちで実施
されてもよい。例えば、上述の方法のうちのいずれも、図面内に図解された方法を行うた
めの構造のいずれかを含むがそれに限定されないシステムまたはデバイスのかたちで実施
されてもよい。
【００８６】
　例示する実施形態をこのように記述したが、同じことがさまざまに変更されうることが
明らかであろう。そのような変更は、本発明の精神と範囲からの逸脱とはみなされるべき
ではなく、当業者には明らかであろうが、そのような変更形態はすべて、以下の請求項の
範囲内に含まれることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】全地球測位システム（ＧＰＳ）の概要の一例を図解する図である。
【図２】本願の一実施形態のナビゲーションデバイスの電子コンポーネントのブロック図
の一例を示す図である。
【図３】本願の一実施形態のサーバ、ナビゲーションデバイス、およびそれらの間の接続
のブロック図の一例を示す図である。
【図４】一例としての実施形態に従う、統合されたナビゲーションシステムを示す図であ
る。
【図５】一例としての実施形態に従う、オーディオ機能をナビゲーションデバイスに実装
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する方法を示す図である。
【図６Ａ】、
【図６Ｂ】、
【図６Ｃ】一例としての実施形態に従う、続く再生を決定する方法を示す図である。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６Ａ】

【図６Ｂ】

【図６Ｃ】
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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月30日(2008.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナビゲーションデバイスを用いてオーディオ機能を統合する方法であって、
　オーディオ再生を中断するための中断信号を受信する工程であって、当該中断信号は前
記ナビゲーションデバイスによって処理されるナビゲーションアプリケーションによって
生成され、当該オーディオ再生は前記ナビゲーションデバイスによって処理されるジュー
クボックスアプリケーションによって実行される工程と、
　前記中断信号の受信に応じて、前記ナビゲーションデバイスを用いてオーディオ再生を
中断することを決定する工程と、を備え、
　前記中断信号は前記ジュークボックスアプリケーションによって受け取られることを特
徴とする方法。
【請求項２】
　前記ジュークボックスアプリケーションが、オーディオ再生の中断状態を保存すること
を特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ナビゲーションアプリケーションが、オーディオ再生の中断状態を保存することを
特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記中断信号が、前記ナビゲーションデバイスと通信している移動デバイスから受信さ
れることを特徴とする、請求項１乃至３の何れか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記移動デバイスが、無線通信接続を介して、前記ナビゲーションデバイスと通信して
いることを特徴とする、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線通信接続が、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ接続であることを特徴とする、請求項５に記
載の方法。
【請求項７】
　前記移動デバイスが、携帯電話、携帯情報端末、及びラップトップ・コンピュータ・デ
バイスのうちの何れか１つであることを特徴とする、請求項４乃至６の何れか１項に記載
の方法。
【請求項８】
　前記ナビゲーションデバイスによって処理されるナビゲーションアプリケーションが、
ナビゲーションの促しが適切な場合に、前記中断信号を生成することを特徴とする、請求
項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記ナビゲーションデバイスの地理的な位置が、ルートの変更が必要な点、方向の変更
が必要な点、通りの名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、のうち、少なく
とも１つに地理的に近傍である場合に、前記ナビゲーションの促しが生成されることを特
徴とする、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ナビゲーションの促しが、ルートの変更が必要な点、方向の変更が必要な点、通り
の名前の変更点、関心のある点、現在のルートの終点、のうち少なくとも１つを説明する
、音として聞き取れる促しを含むことを特徴とする、請求項８に記載の方法。
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【請求項１１】
　前記保存されているオーディオ再生の中断状態でオーディオ再生を復元する工程を更に
備えることを特徴とする、請求項１乃至１０の何れか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　オーディオ再生を復元するためのユーザの入力を受信する工程と、
　前記ユーザの入力に応じて、前記ナビゲーションデバイスを用いて、前記保存されてい
るオーディオ再生の中断状態でオーディオ再生を復元する工程と、を更に備えることを特
徴とする、請求項１乃至１０の何れか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ナビゲーションデバイスのプロセッサで実行された場合に、前記ナビゲーションデ
バイスに請求項１乃至１２の何れか１項に記載の方法を実行させるための、プログラム部
分を含む、コンピュータ読み取り可能な媒体。
【請求項１４】
　請求項１乃至１２の何れか１項に記載の方法を実行するように構成されたナビゲーショ
ンデバイスであって、ナビゲーションアプリケーション若しくはジュークボックスアプリ
ケーション、又はその双方によってアクセス可能であり、中断状態が保存されても良い、
プロセッサ又はメモリの少なくとも１つを含むことを特徴とする、ナビゲーションデバイ
ス。
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